
議案第１４号 

鳥取市体育館の設置及び管理に関する条例施行規則の一部改正について    

鳥取市体育館の設置及び管理に関する条例施行規則の一部を次のように改正する。 

令和元年８月３０日提出 

鳥取市教育委員会 

教育長 尾 室 高 志    

鳥取市体育館の設置及び管理に関する条例施行規則の一部を改正する規 

則 

 鳥取市体育館の設置及び管理に関する条例施行規則（昭和４８年鳥取市教育委員会

規則第１０号）の一部を次のように改正する。 

 別表を次のように改める。 

１ 条例別表第１項第１号から第３号までの表に規定する附属設備等利用料金 

区分 単位 金額（１回につき）

バスケットボール用具 １対 １,１００円

バレーボール用具 １対 ３３０円

テニス用具 １対 ３３０円

フットサル用具 １対 ３３０円

バドミントン用具 １対 １１０円

卓球用具 １対 １１０円

マット １枚 ５０円

柔道畳 １枚 ２０円
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電気得点板 １組 ２,２００円

組立てステージ １台 １１０円

フロアーシート １枚 １１０円

トランポリン １台 １，１００円

長机 １脚 ５０円

折り畳み椅子 １脚 ２０円

拡声装置 １式 １,１００円

トレーニング器具 １人 １１０円

選手控室 １室 ２２０円

シャワー室 １人 ３０円

得点板（電気得点板を除く。）１対 １１０円

バウンドテニス用具 １対 １６０円

バウンスボール用具 １対 １１０円

ソフトバレーボール用具 １対 １１０円

新体操用マット １組 １,１００円

備考 

１ 「１回」とは、４時間以内の使用をいう。 

２ 個人ロッカーの利用料金は、１月につき２２０円とする。

２ 条例別表第２項から８項までの表に規定する付属設備等使用料又は利用料金 

区分 単位 金額（１回につき）

バレーボール用具 １対 ３３０円

テニス用具 １対 ３３０円

バドミントン用具 １対 １１０円

卓球用具 １対 １１０円

備考 「１回」とは、４時間以内の使用をいう。 
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附 則 

 （施行期日） 

１ この規則は、令和元年１０月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則による改正後の鳥取市体育館の設置及び管理に関する条例施行規則（以

下「改正後の規則」という。）の規定は、令和元年１０月１日（以下「施行日」と

いう。）以後に納付すべきものについて適用し、施行日の前日までに納付すべきも

のについては、なお従前の例による。 

３ 改正後の規則の施行の際現になされている使用又は利用の許可に係る使用料又は

利用料金及び施行日の前日までの使用又は利用により施行日以後に納付すべき義務

が生じる使用料又は利用料金については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例

による。 

提案理由 

 消費税率引き上げに伴う利用料金等の改正を行うためである。 
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1/2 

鳥取市体育館の設置及び管理に関する条例施行規則新旧対照表 

改正後 改正前 

（目的） （目的） 

第１条～第１６条 （略） 第１条～第１６条 （略） 

別表（第８条関係） 別表（第８条関係） 

１ 条例別表第１項第１号から第３号までの表に規定する附属設備等

利用料金 

１ 条例別表第１項第１号から第３号までの表に規定する附属設備等

利用料金 

区分 単位 金額（１回につき）

バスケットボール用具 １対 １,１００円

バレーボール用具 １対 ３３０円

テニス用具 １対 ３３０円

フットサル用具 １対 ３３０円

バドミントン用具 １対 １１０円

卓球用具 １対 １１０円

マット １枚 ５０円

柔道畳 １枚 ２０円

電気得点板 １組 ２,２００円

組立てステージ １台 １１０円

フロアーシート １枚 １１０円

トランポリン １台 １，１００円

長机 １脚 ５０円

折り畳み椅子 １脚 ２０円

区分 単位 金額（１回につき）

バスケットボール用具 １対 １,０８０円

バレーボール用具 １対 ３２０円

テニス用具 １対 ３２０円

フットサル用具 １対 ３２０円

バドミントン用具 １対 １００円

卓球用具 １対 １００円

マット １枚 ５０円

柔道畳 １枚 ２０円

電気得点板 １組 ２,１６０円

組立てステージ １台 １００円

フロアーシート １枚 １００円

トランポリン １台 １,０８０円

長机 １脚 ５０円

折り畳み椅子 １脚 ２０円
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2/2 

拡声装置 １式 １,１００円

トレーニング器具 １人 １１０円

選手控室 １室 ２２０円

シャワー室 １人 ３０円

得点板（電気得点板を除く。） １対 １１０円

バウンドテニス用具 １対 １６０円

バウンスボール用具 １対 １１０円

ソフトバレーボール用具 １対 １１０円

新体操用マット １組 １,１００円

備考 

１ 「１回」とは、４時間以内の使用をいう。 

２ 個人ロッカーの利用料金は、１月につき２２０円とする。 

拡声装置 １式 １,０８０円

トレーニング器具 １人 １００円

選手控室 １室 ２１０円

シャワー室 １人 ３０円

得点板（電気得点板を除く。） １対 １００円

バウンドテニス用具 １対 １６０円

バウンスボール用具 １対 １００円

ソフトバレーボール用具 １対 １００円

新体操用マット １組 １,０８０円

備考 

１ 「１回」とは、４時間以内の使用をいう。 

２ 個人ロッカーの利用料金は、１月につき２１０円とする。 

２ 条例別表第２項から８項までの表に規定する付属設備等使用料 ２ 条例別表第２項から８項までの表に規定する付属設備等使用料 

区分 単位 金額（１回につき）

バレーボール用具 １対 ３３０円

テニス用具 １対 ３３０円

バドミントン用具 １対 １１０円

卓球用具 １対 １１０円

備考 「１回」とは、４時間以内の使用をいう。 

区分 単位 金額（１回につき）

バレーボール用具 １対 ３２０円

テニス用具 １対 ３２０円

バドミントン用具 １対 １００円

卓球用具 １対 １００円

備考 「１回」とは、４時間以内の使用をいう。 
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議案第１５号 

鳥取市農林漁業者トレーニングセンターの設置及び管理に関する条例施 

行規則の一部改正について 

鳥取市農林漁業者トレーニングセンターの設置及び管理に関する条例施行規則の一

部を次のように改正する。 

令和元年８月３０日提出 

鳥取市教育委員会 

教育長 尾 室 高 志    

鳥取市農林漁業者トレーニングセンターの設置及び管理に関する条例施 

行規則の一部を改正する規則 

 鳥取市農林漁業者トレーニングセンターの設置及び管理に関する条例施行規則（平

成１６年鳥取市教育委員会規則第２２号）の一部を次のように改正する。 

 第３条（見出しを含む。）中「利用料」を「利用料金」に改める。 

 別表バレーボール用具の項及びテニス用具の項中「３２０円」を「３３０円」に改

め、同表バドミントン用具の項及び卓球用具の項中「１００円」を「１１０円」に改

め、同表備考中「使用」を「利用」に改める。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この規則は、令和元年１０月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則による改正後の鳥取市農林漁業者トレーニングセンターの設置及び管理
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に関する条例施行規則（以下「改正後の規則」という。）の規定は、令和元年１０

月１日（以下「施行日」という。）以後に納付すべきものについて適用し、施行日

の前日までに納付すべきものについては、なお従前の例による。 

３ 改正後の規則の施行の際現になされている利用の許可に係る利用料金及び施行日

の前日までの利用により施行日以後に納付すべき義務が生じる利用料金については、

前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。 

提案理由 

 消費税率引き上げに伴う利用料金等の改正を行うためである。 
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1/1 

鳥取市農林漁業者トレーニングセンターの設置及び管理に関する条例施行規則新旧対照表 

改正後 改正前 

第１条～第６条 （略） 第１条～第６条 （略） 

別表（第３条関係） 別表（第３条関係） 

区分 単位 金額（１回につき）

バレーボール用具 １対 ３３０円

テニス用具 １対 ３３０円

バドミントン用具 １対 １１０円

卓球用具 １対 １１０円

備考 「１回」とは、４時間以内の使用をいう。 

区分 単位 金額（１回につき）

バレーボール用具 １対 ３２０円

テニス用具 １対 ３２０円

バドミントン用具 １対 １００円

卓球用具 １対 １００円

備考 「１回」とは、４時間以内の使用をいう。 
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議案第１６号 

鳥取市海洋センターの設置及び管理に関する条例施行規則の一部改正に 

ついて 

鳥取市海洋センターの設置及び管理に関する条例施行規則の一部を次のように改正

する。 

令和元年８月３０日提出 

鳥取市教育委員会 

教育長 尾 室 高 志   

鳥取市海洋センターの設置及び管理に関する条例施行規則の一部を改正 

する規則 

 鳥取市海洋センターの設置及び管理に関する条例施行規則（昭和５９年鳥取市教育

委員会規則第７号）の一部を次のように改正する。 

 別表を次のように改める。 

１ 条例別表第１第１項に規定する附属設備等利用料金 

区分 単位 金額（１回につき） 

バレーボール用具 １対 ３３０円

テニス用具 １対 ３３０円

バスケットボール用具 １対 ５５０円

バドミントン用具 １対 １１０円

卓球台 １対 １１０円

剣道防具 １式 ２２０円
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艇庫（持込舟艇による利用に限る。）１艇 ３３０円

備考 「１回」とは、４時間以内の利用をいう。 

２ 条例別表第２第１項に規定する附属設備等使用料利用料金 

区分 単位 金額（１回につき） 

バレーボール用具 １対 ３３０円

テニス用具 １対 ３３０円

バドミントン用具 １対 １１０円

卓球台 １対 １１０円

備考 「１回」とは、４時間以内の利用をいう。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この規則は、令和元年１０月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則による改正後の鳥取市海洋センターの設置及び管理に関する条例施行規

則（以下「改正後の規則」という。）の規定は、令和元年１０月１日（以下「施行

日」という。）以後に納付すべきものについて適用し、施行日の前日までに納付す

べきものについては、なお従前の例による。 

３ 改正後の規則の施行の際現になされている利用の許可に係る使用料若しくは利用

料金及び施行日の前日までの利用により施行日以後に納付すべき義務が生じる利用

料金については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。 

提案理由 

 消費税率引き上げに伴う利用料金等の改正を行うためである。 
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1/1 

鳥取市海洋センターの設置及び管理に関する条例施行規則新旧対照表 

改正後 改正前 

第１条～第５条 （略） 第１条～第５条 （略） 

別表（第３条関係） 別表（第３条関係） 

１ 条例別表第１第１項に規定する附属設備等利用料金 １ 条例別表第１第１項に規定する附属設備等利用料金 

区分 単位 金額 

バレーボール用具 １対 ３３０円

テニス用具 １対 ３３０円

バスケットボール用具 １式 ５５０円

バドミントン用具 １式 １１０円

卓球台 １台 １１０円

剣道防具 １式 ２２０円

艇庫（持込舟艇による利用に

限る。） 

１艇 ３３０円

区分 単位 金額 

バレーボール用具 １対 ３２０円

テニス用具 １対 ３２０円

バスケットボール用具 １式 ５４０円

バドミントン用具 １式 １００円

卓球台 １台 １００円

剣道防具 １式 ２１０円

艇庫（持込舟艇による利用に

限る。） 

１艇 ３２０円

２ 条例別表第２第１項に規定する附属設備等使用料 ２ 条例別表第２第１項に規定する附属設備等使用料 

区分 単位 金額 

バレーボール用具 １対 ３３０円

テニス用具 １対 ３３０円

バドミントン用具 １式 １１０円

卓球台 １台 １１０円

区分 単位 金額 

バレーボール用具 １対 ３２０円

テニス用具 １対 ３２０円

バドミントン用具 １式 １００円

卓球台 １台 １００円
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議案第１７号 

鳥取市営サッカー場の設置及び管理に関する条例施行規則の一部改正について 

鳥取市営サッカー場の設置及び管理に関する条例施行規則の一部を次のように改正

する。 

令和元年８月３０日提出 

鳥取市教育委員会 

教育長 尾 室 高 志    

鳥取市営サッカー場の設置及び管理に関する条例施行規則の一部を改正 

する規則 

 鳥取市営サッカー場の設置及び管理に関する条例施行規則（平成７年鳥取市教育委

員会規則第３号）の一部を次のように改正する。 

 別表放送器具の項中「１０５円」を「１１０円」に、「２１０円」を「２２０円」に

改める。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この規則は、令和元年１０月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則による改正後の鳥取市営サッカー場の設置及び管理に関する条例施行規

則（以下「改正後の規則」という。）の規定は、令和元年１０月１日（以下「施行

日」という。）以後に納付すべきものについて適用し、施行日の前日までに納付す
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べきものについては、なお従前の例による。 

３ 改正後の規則の施行の際現になされている利用の許可に係る利用料金及び施行日

の前日までの利用により施行日以後に納付すべき義務が生じる利用料金については、

前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。 

提案理由 

 消費税率引き上げに伴う利用料金等の改正を行うためである。 
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1/1 

鳥取市営サッカー場の設置及び管理に関する条例施行規則新旧対照表 

改正後 改正前 

第１条～第６条 （略） 第１条～第６条 （略） 

別表（第３条関係） 別表（第３条関係） 

区分 単位 金額 

アマチュア アマチュア以外

放送器具 時間 １１０円／時 ２２０円／時

備考 １時間未満は、１時間とする。 

区分 単位 金額 

アマチュア アマチュア以外

放送器具 時間 １０５円／時 ２１０円／時

備考 １時間未満は、１時間とする。 
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議案第１８号 

鳥取市文化センターの設置及び管理に関する条例施行規則の一部改正に 

ついて 

鳥取市文化センターの設置及び管理に関する条例施行規則の一部を次のように改正

する。 

令和元年８月３０日提出 

鳥取市教育委員会 

教育長 尾 室 高 志   

鳥取市文化センターの設置及び管理に関する条例施行規則の一部を改正 

する規則 

 鳥取市文化センターの設置及び管理に関する条例施行規則（平成１８年鳥取市教育

委員会規則第１６号）の一部を次のように改正する。 

 別表第２冷房の部ホールの項中「２，７００円」を「２，７５０円」に改め、同表

暖房の部ホールの項中「３，２４０円」を「３，３００円」に改める。 

別表第３を次のように改める。 

文化ホール 設備器具使用料設備器具利用料金 

区分 単位 金額 備考 

音響

設備

拡声装置 １式 ８８０円ホール用、マイク別 

ダイナミックマイクロホン １本 １６０円  

コンデンサーマイクロホン １本 ３３０円  

ワイヤレスマイクロホン １チャンネル ６６０円  
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マイク用エレベーター装置 １台 １１０円  

マイクスタンド １本 ５０円卓上 

マイクスタンド １本 ５０円床上 

マイクスタンド １本 １１０円ブーム 

レコードプレーヤー １台 ２７０円二連式 

オープンテープレコーダー １台 ３３０円  

カセットテープレコーダー １台 ３３０円  

MDプレーヤー １台 ３３０円  

CDプレーヤー １台 ３３０円  

DAT １台 ３３０円  

３点つり装置 １式 ２３０円  

はね返りスピーカー １式 ２７０円  

コンセント（ホール又はホワイ

エ用） 

１口 ５０円持込み器具１台５０

０W以内 

照明

設備

調光装置 １式 １，６５０円  

フットライト １回路 ２３０円  

花道フットライト １回路 ２３０円  

ボーダーライト １回路 ２７０円  

アッパーホリゾントライト １回路 ３３０円  

ロアーホリゾントライト １回路 ３３０円  

サイドフロントスポットライ

ト 

１組 ７７０円１KW ８台 

ステージスポットライト １台 １６０円１KW 

シーリングスポットライト １組 ７７０円１KW ８台 

サスペンションスポットライ １組 ７７０円１KW ８台 
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ト 

フットスポットライト １台 ５０円５００W 

ピンスポットライト １台 ６６０円１．２KW 

トーメンタルスポットライト １台 １６０円１KW 

天板ライト １式 １，６５０円  

エフェクトマシン １台 ２７０円  

ストロボ １組 ２７０円２灯 

ライトスタンド １本 ５０円  

コンセント（ホール又はホワイ

エ用） 

１口 １１０円持込み器具１台１KW

以内 

舞台

設備

音響反射板 １式 １，６５０円  

所作台 １式 ２，２００円  

能舞台 １式 ３，８５０円  

平台 １枚 １１０円  

毛せん １枚 １１０円  

金屏風 １双 ７７０円  

松羽目 １式 ３８０円  

竹羽目 １式 ３８０円  

演台 １式 ３８０円花台付き 

演台（司会者用） １式 ２３０円  

指揮者台 １台 １６０円指揮者用譜面台付き 

紗幕 １張 ３８０円  

地がすり １枚 ３８０円  

上敷（大） １枚 ７０円  

上敷（中） １枚 ５０円  
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上敷（小） １枚 ３０円  

長座布団 １枚 ７０円  

箱足・開き足 １個 ２０円  

ヒナ段蹴込 １式 ２７０円  

ホワイトボード １式 １１０円  

附属

設備

ピアノ １台 ５，５００円スタインウエイ、調律

別 

ピアノ １台 ２，２００円グランド、調律別 

ピアノ １台 １，１００円スタンド、調律別 

映写機 １台 ２，２００円１６mmスクリーンを

含む。 

スライド映写機 １台 ７７０円  

オーバーヘッド １台 ３８０円スクリーンを含む。 

映写用スクリーン １式 ７７０円スクリーンのみ 

ミラーボール １台 ２７０円  

フォグマシン １台 ５５０円薬品別 

ドライアイスマシン １台 ５５０円ドライアイス別 

長机（ホール又はホワイエ用）１台 ４０円  

折り畳み椅子（ホール又はホワ

イエ用） 

１脚 ２０円  

舞台用椅子 １脚 ５０円  

譜面台 １台 ５０円  

カラーフィルター １回 ８８０円照明用 

プロジェクター １台 ７７０円 

備考 
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１ 設備器具利用料金は、午前９時から正午まで、午後１時から午後５時まで、午

後６時から午後１０時までのそれぞれの時間帯における利用ごとに１回として算

定した額とし、２回目以降の利用は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当

該各号に定める額とする。ただし、３０分未満は切り捨てる。 

 １時間未満の場合 この表に定める額の３割の額 

 １時間以上２時間未満の場合 この表に定める額の５割の額 

 ２時間以上の場合 この表に定める額の１０割の額 

２ １時間を単位として練習室、出演室控室及びホワイエを利用する場合の設備器

具利用料金は、１時間（１時間未満は、１時間とする。）につき、この表に定め

る額の５割の額とする。 

３ この表の規定により計算して得た額に１０円未満の端数があるときは、その端数

を切り捨てた額とする。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この規則は、令和元年１０月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則による改正後の鳥取市文化センターの設置及び管理に関する条例施行規

則（以下「改正後の規則」という。）の規定は、令和元年１０月１日（以下「施行

日」という。）以後に納付すべきものについて適用し、施行日の前日までに納付す

べきものについては、なお従前の例による。 

３ 改正後の規則の施行の際現になされている利用の許可に係る利用料金及び施行日

の前日までの利用により施行日以後に納付すべき義務が生じる利用料金については、

前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。 

提案理由 

 消費税率引き上げに伴う利用料金等の改正を行うためである。 
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鳥取市文化センターの設置及び管理に関する条例施行規則（平成１８年教育委員会規則第１６号）新旧対照表 

改正後 改正前 

○鳥取市文化センターの設置及び管理に関する条例施行規則 ○鳥取市文化センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成１８年８月１５日 平成１８年８月１５日

鳥取市教育委員会規則第１６号 鳥取市教育委員会規則第１６号

別表第１（第３条関係） 別表第１（第３条関係） 

生涯学習センター 設備器具利用料金 生涯学習センター 設備器具使用料   

区分 単位 金額 備考 

ダイナミックマイクロホ

ン 

１本 １時間につき１１０円

ワイヤレスマイクロホン １チャ

ンネル

１時間につき１９０円

カセットテープレコーダ

ー 

１台 １時間につき１９０円

CD・MDプレーヤー １台 １時間につき１９０円

ビデオ一体型DVDレコー

ダー 

１台 １時間につき１９０円 テレビを含

む。 

プロジェクター １台 １時間につき１９０円

備考 １時間未満は、１時間とする。 

区分 単位 金額 備考 

ダイナミックマイクロホ

ン 

１本 １時間につき１１０円

ワイヤレスマイクロホン １チャ

ンネル

１時間につき１９０円

カセットテープレコーダ

ー 

１台 １時間につき１９０円

CD・MDプレーヤー １台 １時間につき１９０円

ビデオ一体型DVDレコー

ダー 

１台 １時間につき１９０円 テレビを含

む。 

プロジェクター １台 １時間につき１９０円

備考 １時間未満は、１時間とする。 

別表第２（第３条関係） 別表第２（第３条関係） 

文化ホール 冷暖房設備利用料金 文化ホール 冷暖房設備使用料   

2
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区分 金額 

冷房 ホール １時間につき２，７５０円

練習室等 条例別表第２第２項の表に定める額の５割

の額 

暖房 ホール １時間につき３，３００円

練習室等 条例別表第２第２項の表に定める額の６割

の額 

備考 

１ １時間未満は、１時間とする。 

２ ホールの冷暖房設備利用料金は、ホワイエ及び出演者控室の利用

分を含むものとする。ただし、ホワイエのみを利用する場合又は出

演者控室のみを利用する場合の冷暖房設備利用料金は、練習室等の

区分に定める額とする。 

３ この表の規定により計算して得た額に１０円未満の端数があると

きは、その端数金額を切り捨てた額とする。 

４ 「練習室等」とは、練習室、出演者控室及びホワイエをいう。 

区分 金額 

冷房 ホール １時間につき２，７００円

練習室等 条例別表第２第２項の表に定める額の５割

の額 

暖房 ホール １時間につき３，２４０円

練習室等 条例別表第２第２項の表に定める額の６割

の額 

備考 

１ １時間未満は、１時間とする。 

２ ホールの冷暖房設備使用料  は、ホワイエ及び出演者控室の使用

分を含むものとする。ただし、ホワイエのみを使用する場合又は出

演者控室のみを使用する場合の冷暖房設備使用料  は、練習室等の

区分に定める額とする。 

３ この表の規定により計算して得た額に１０円未満の端数があると

きは、その端数金額を切り捨てた額とする。 

４ 「練習室等」とは、練習室、出演者控室及びホワイエをいう。 

別表第３（第３条関係） 別表第３（第３条関係） 

文化ホール 設備器具利用料金 文化ホール 設備器具使用料   

区分 単位 金額 備考 

音響

設備

拡声装置 １式 ８８０円ホール用、マ

イク別 

ダイナミックマイクロホ １本 １６０円  

区分 単位 金額 備考 

音響

設備

拡声装置 １式 ８６０円ホール用、マ

イク別 

ダイナミックマイクロホ １本 １６０円

2
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ン 

コンデンサーマイクロホ

ン 

１本 ３３０円

ワイヤレスマイクロホン １チャンネ

ル 

６６０円

マイク用エレベーター装

置 

１台 １１０円

マイクスタンド １本 ５０円卓上 

マイクスタンド １本 ５０円床上 

マイクスタンド １本 １１０円ブーム 

レコードプレーヤー １台 ２７０円二連式 

オープンテープレコーダ

ー 

１台 ３３０円

カセットテープレコーダ

ー 

１台 ３３０円

MDプレーヤー １台 ３３０円

CDプレーヤー １台 ３３０円

DAT １台 ３３０円

３点つり装置 １式 ２３０円

はね返りスピーカー １式 ２７０円  

コンセント（ホール又は

ホワイエ用） 

１口 ５０円持込み器具１

台５００W以内

ン 

コンデンサーマイクロホ

ン 

１本 ３２０円

ワイヤレスマイクロホン １チャンネ

ル 

６４０円

マイク用エレベーター装

置 

１台 １００円

マイクスタンド １本 ５０円卓上 

マイクスタンド １本 ５０円床上 

マイクスタンド １本 １００円ブーム 

レコードプレーヤー １台 ２７０円二連式 

オープンテープレコーダ

ー 

１台 ３２０円

カセットテープレコーダ

ー 

１台 ３２０円

MDプレーヤー １台 ３２０円

CDプレーヤー １台 ３２０円

DAT １台 ３２０円

３点つり装置 １式 ２２０円

はね返りスピーカー １式 ２７０円

コンセント（ホール又は

ホワイエ用） 

１口 ５０円持込み器具１

台５００W以内

2
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照明

設備

調光装置 １式 １，６５０円

フットライト １回路 ２３０円

花道フットライト １回路 ２３０円

ボーダーライト １回路 ２７０円  

アッパーホリゾントライ

ト 

１回路 ３３０円

ロアーホリゾントライト １回路 ３３０円

サイドフロントスポット

ライト 

１組 ７７０円１KW ８台 

ステージスポットライト １台 １６０円１KW 

シーリングスポットライ

ト 

１組 ７７０円１KW ８台 

サスペンションスポット

ライト 

１組 ７７０円１KW ８台 

フットスポットライト １台 ５０円５００W 

ピンスポットライト １台 ６６０円１．２KW 

トーメンタルスポットラ

イト 

１台 １６０円１KW 

天板ライト １式 １，６５０円

エフェクトマシン １台 ２７０円  

ストロボ １組 ２７０円２灯 

ライトスタンド １本 ５０円  

照明

設備

調光装置 １式 １，６２０円

フットライト １回路 ２２０円

花道フットライト １回路 ２２０円

ボーダーライト １回路 ２７０円

アッパーホリゾントライ

ト 

１回路 ３２０円

ロアーホリゾントライト １回路 ３２０円

サイドフロントスポット

ライト 

１組 ７５０円１KW ８台 

ステージスポットライト １台 １６０円１KW 

シーリングスポットライ

ト 

１組 ７５０円１KW ８台 

サスペンションスポット

ライト 

１組 ７５０円１KW ８台 

フットスポットライト １台 ５０円５００W 

ピンスポットライト １台 ６４０円１．２KW 

トーメンタルスポットラ

イト 

１台 １６０円１KW 

天板ライト １式 １，６２０円

エフェクトマシン １台 ２７０円

ストロボ １組 ２７０円２灯 

ライトスタンド １本 ５０円

2
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コンセント（ホール又は

ホワイエ用） 

１口 １１０円持込み器具１

台１KW以内 

舞台

設備

音響反射板 １式 １，６５０円

所作台 １式 ２，２００円

能舞台 １式 ３，８５０円

平台 １枚 １１０円

毛せん １枚 １１０円

金屏風 １双 ７７０円

松羽目 １式 ３８０円

竹羽目 １式 ３８０円

演台 １式 ３８０円花台付き 

演台（司会者用） １式 ２３０円

指揮者台 １台 １６０円指揮者用譜面

台付き 

紗幕 １張 ３８０円

地がすり １枚 ３８０円

上敷（大） １枚 ７０円  

上敷（中） １枚 ５０円  

上敷（小） １枚 ３０円  

長座布団 １枚 ７０円  

箱足・開き足 １個 ２０円  

ヒナ段蹴込 １式 ２７０円  

コンセント（ホール又は

ホワイエ用） 

１口 １００円持込み器具１

台１KW以内 

舞台

設備

音響反射板 １式 １，６２０円

所作台 １式 ２，１６０円

能舞台 １式 ３，７８０円

平台 １枚 １００円

毛せん １枚 １００円

金屏風 １双 ７５０円

松羽目 １式 ３７０円

竹羽目 １式 ３７０円

演台 １式 ３７０円花台付き 

演台（司会者用） １式 ２２０円

指揮者台 １台 １６０円指揮者用譜面

台付き 

紗幕 １張 ３７０円

地がすり １枚 ３７０円

上敷（大） １枚 ７０円

上敷（中） １枚 ５０円

上敷（小） １枚 ３０円

長座布団 １枚 ７０円

箱足・開き足 １個 ２０円

ヒナ段蹴込 １式 ２７０円

2
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ホワイトボード １式 １１０円

附属

設備

ピアノ １台 ５，５００円スタインウエ

イ、調律別 

ピアノ １台 ２，２００円グランド、調

律別 

ピアノ １台 １，１００円スタンド、調

律別 

映写機 １台 ２，２００円１６mmスクリ

ーンを含む。

スライド映写機 １台 ７７０円

オーバーヘッド １台 ３８０円スクリーンを

含む。 

映写用スクリーン １式 ７７０円スクリーンの

み 

ミラーボール １台 ２７０円  

フォグマシン １台 ５５０円薬品別 

ドライアイスマシン １台 ５５０円ドライアイス

別 

長机（ホール又はホワイ

エ用） 

１台 ４０円  

折り畳み椅子（ホール又

はホワイエ用） 

１脚 ２０円  

ホワイトボード １式 １００円

附属

設備

ピアノ １台 ５，４００円スタインウエ

イ、調律別 

ピアノ １台 ２，１６０円グランド、調

律別 

ピアノ １台 １，０８０円スタンド、調

律別 

映写機 １台 ２，１６０円１６mmスクリ

ーンを含む。

スライド映写機 １台 ７５０円

オーバーヘッド １台 ３７０円スクリーンを

含む。 

映写用スクリーン １式 ７５０円スクリーンの

み 

ミラーボール １台 ２７０円

フォグマシン １台 ５４０円薬品別 

ドライアイスマシン １台 ５４０円ドライアイス

別 

長机（ホール又はホワイ

エ用） 

１台 ４０円

折り畳み椅子（ホール又

はホワイエ用） 

１脚 ２０円
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7/7 

舞台用椅子 １脚 ５０円  

譜面台 １台 ５０円  

カラーフィルター １回 ８８０円照明用 

プロジェクター １台 ７７０円

備考 

１ 設備器具利用料金は、午前９時から正午まで、午後１時から午後

５時まで、午後６時から午後１０時までのそれぞれの時間帯におけ

る利用ごとに１回として算定した額とし、２回目以降の利用は、次

の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

ただし、３０分未満は切り捨てる。 

（１） １時間未満の場合 この表に定める額の３割の額 

（２） １時間以上２時間未満の場合 この表に定める額の５割の

額 

（３） ２時間以上の場合 この表に定める額の１０割の額 

２ １時間を単位として練習室、出演室控室及びホワイエを利用する

場合の設備器具利用料金は、１時間（１時間未満は、１時間とす

る。）につき、この表に定める額の５割の額とする。 

３ この表の規定により計算して得た額に１０円未満の端数があると

きは、その端数を切り捨てた額とする。 

舞台用椅子 １脚 ５０円

譜面台 １台 ５０円

カラーフィルター １回 ８６０円照明用 

プロジェクター １台 ７５０円

備考 

１ 設備器具使用料  は、午前９時から正午まで、午後１時から午後

５時まで、午後６時から午後１０時までのそれぞれの時間帯におけ

る使用ごとに１回として算定した額とし、２回目以降の使用は、次

の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

ただし、３０分未満は切り捨てる。 

（１） １時間未満の場合 この表に定める額の３割の額 

（２） １時間以上２時間未満の場合 この表に定める額の５割の

額 

（３） ２時間以上の場合 この表に定める額の１０割の額 

２ １時間を単位として練習室、出演室控室及びホワイエを使用する

場合の設備器具使用料  は、１時間（１時間未満は、１時間とす

る。）につき、この表に定める額の５割の額とする。 

３ この表の規定により計算して得た額に１０円未満の端数があると

きは、その端数を切り捨てた額とする。 

2
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議案第１９号 

鳥取市サイクリングターミナルの設置及び管理に関する条例施 

行規則の一部改正について 

鳥取市サイクリングターミナルの設置及び管理に関する条例施行規則の一部を次の

ように改正する。 

令和元年８月３０日提出 

鳥取市教育委員会 

教育長 尾 室 高 志   

鳥取市サイクリングターミナルの設置及び管理に関する条例施行規則の 

一部を改正する規則 

 鳥取市サイクリングターミナルの設置及び管理に関する条例施行規則（昭和５３年

鳥取市教育委員会規則第３号）の一部を次のように改正する。 

 別表第１項の表冷房料の部中「２１０円」を「２２０円」に改め、同表暖房料の部

中「３２０円」を「３３０円」に改め、同表持込料の部酒 1.8 リットルにつきの項中

「５４０円」を「５５０円」に改める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、令和元年１０月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則による改正後の鳥取市サイクリングターミナルの設置及び管理に関する

条例施行規則（以下「改正後の規則」という。）の規定は、令和元年１０月１日（以

27



下「施行日」という。）以後に納付すべきものについて適用し、施行日の前日まで

に納付すべきものについては、なお従前の例による。 

３ 改正後の規則の施行の際現になされている使用の許可に係る使用料及び施行日の

前日までの使用により施行日以後に納付すべき義務が生じる使用料については、前

項の規定にかかわらず、なお従前の例による。 

提案理由 

 消費税率引き上げに伴う利用料金等の改正を行うためである。 
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○鳥取市サイクリングターミナルの設置及び管理に関する条例施行規則 新旧対照表（案）

改正後 改正前

○鳥取市サイクリングターミナルの設置及び管理に関する条例施行

規則 

○鳥取市サイクリングターミナルの設置及び管理に関する条例施行

規則

昭和５３年４月１０日 昭和５３年４月１０日

鳥取市教育委員会規則第３号 鳥取市教育委員会規則第３号

第１条～第７条 （略） 第１条～第７条 （略） 

別表（第６条関係） 

１ 宿泊施設附属設備等使用料 

種別 区分 金額 

冷房料 １人につき（幼児を除く。） ２２０円

暖房料 １人につき（幼児を除く。） ３３０円

持込料 酒１．８リットルにつき ５５０円

ビール１本につき ６０円

２ 研修室附属設備等使用料 

種別 金額 

冷房料 条例別表第３項に定める額の５割の額 

暖房料 条例別表第３項に定める額の６割の額 

備考 

別表（第６条関係） 

１ 宿泊施設附属設備等使用料 

種別 区分 金額 

冷房料 １人につき（幼児を除く。） ２１０円

暖房料 １人につき（幼児を除く。） ３２０円

持込料 酒１．８リットルにつき ５４０円

ビール１本につき ６０円

２ 研修室附属設備等使用料 

種別 金額 

冷房料 条例別表第３項に定める額の５割の額 

暖房料 条例別表第３項に定める額の６割の額 

備考 
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１ この表の規定により計算して得た額に１０円未満の端数があ

るときは、その端数金額を切り捨てる。 

２ 小・中学校が学校行事として使用する場合及び地域の子ども会

等の社会教育関係団体が使用する場合は、無料とする。 

１ この表の規定により計算して得た額に１０円未満の端数があ

るときは、その端数金額を切り捨てる。 

２ 小・中学校が学校行事として使用する場合及び地域の子ども会

等の社会教育関係団体が使用する場合は、無料とする。 
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